
使用料、手数料等の取扱い(その２)について

使用料、手数料等の取扱い(その２)について、次のとおり提出する。

平成１６年４月８日提出

大野郡５町２村合併協議会
会 長 芦 刈 幸 雄

使用料、手数料等の取扱い(その２)について

１ 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、新市におけ
る住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に考慮し、負担の公平性の
原則から、適正な料金のあり方等について、新市において検討する。

２ 手数料については、住民の一体性の確保、負担公平の原則を基本に合併時
に統一する。

平成１６年４月２２日確認 大野郡５町２村合併協議会
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